
民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン –訓練の質の向上のために-

○ 委託訓練や求職者支援訓練の担い手として民間教育訓練機関が果たす役割が増大しており、訓練の質の向上が喫緊の
課題。（平成28年度の職業訓練のうち、約8割が民間教育訓練機関が実施。）

○ H22.9の「ISO２９９９０」（非公式教育・訓練のための学習サービス事業者向け基本的要求事項）の発行も踏まえ、厚生労働省
がH23.12に「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」を策定（厚労省HPにガイドライン本文を掲載）。

○ 平成26年度からガイドラインに係る研修を実施している。
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D○職業訓練ニーズの明確化
◆事業所や受講者のニーズ
◆経済・雇用失業情勢、産業構造等の社会動向の把握 等

○職業訓練サービスの設計
◆ニーズを踏まえ、職業訓練サービスの対象者、目的、訓練
目標、訓練内容、成果等を設定
◆カリキュラムの作成・見直し

○職業訓練サービスの実施
◆訓練開始前に訓練内容、受講者が活用できる施設・就職
支援等について情報提供

◆講師・スタッフの運営体制の整備、受講者数に見合った施
設、設備等の確保、安全衛生管理

○職業訓練サービスのモニタリング
◆訓練期間中と訓練終了後に、受講者の職業能力の習得
状況や受講状況の確認
◆受講者との意見交換等を実施。

○職業訓練サービスの評価
◆受講者の職業訓練の習得度や職業訓練の効果・成果等に
ついて評価を実施

PDCAサイクルを活用した職業訓練の運営 －訓練成果だけでなく、サービス全体の質を向上－

①マネジメントシステムの確立
（PDCAサイクルを導入し、責任者を任命した上で品質に関する
方針・目標を定め、その目標を達成するためのシステムを確立）

②事業戦略・計画を文書化

③マネジメントシステムに関する情報を講師・職員で共有

④マネジメントシステムの運用状況の記録・文書管理

⑤財務管理・リスク管理

事業運営の基礎

○見直し・改善
◆職業訓練サービスの点検を実施。

◆点検結果を踏まえ、カリキュラム等を改善

講師・スタッフの育成状況、施設・設備の管理
状況、財務の管理状況、事業の実績 等

訓練受講中に実施した評価結果については、受講者の目標達成等
に支障が発生するおそれがある場合は、速やかに対応策を検討

図書室、休憩所、受講者の相談窓口（就職相談、苦情相談） 等

責任者の配置、訓練内容に合った講師数 等

行政機関との連携を通じて国・地方の雇用対策、法改正の状況、
失業率・有効求人倍率等の各種統計情報を分析 等

訓練期間・時間、訓練形態等に加え、想定する訓練成果（習
得する能力・資格等）を活用する仕事内容 等
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平成31年度 民間教育訓練機関に対する質向上の取組支援

①職業訓練サービスガイドライン研修
職業訓練サービスの質の向上に向けて、平成26年度よりガイドライン研修を実施するとともに、研修受講率100％を目指し、委託訓練及び求職者支援訓練を行う民間教育訓練機

関については、平成30年度よりガイドライン研修の受講を要件化した（平成32年度末まで経過措置）。

②「公的職業訓練に関する職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定」
第10次職業能力開発基本計画において、「（略）ガイドラインに沿った取組を進める優良訓練機関の認定（スキーム）の検討等、民間教育訓練機関の提供する職業訓練サービス

の質の向上に向けた取組を推進する。（略）」とされており、平成28年度及び29年度の試行実施を経て、平成30年度より審査認定事業を開始したところ。

現状

①職業訓練サービスガイドライン研修
研修受講機会の確保のため、開催単位を全国６地域から各都道府県で１回以上に増やすとともに、研修受講後のガイドラインに基づく取組を支援するための個別相談会を新規

に開催する。

②「職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定」
平成30年度事業の効果検証及び認定スキーム等を見直しつつ、制度の普及・促進を図るため「職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定」推進の事業（国庫債務負担行為）を継

続実施するとともに、審査認定機関を４機関から６機関に拡充して行う。また、認定の対象を公的職業訓練を実施する者の事業所に加え、雇用保険法第60条の２第１項に規定する教育訓
練を実施する者の事業所に拡大する。

方向性

事業概要

○研修資料の作成

○ガイドライン研修の周知及び実施

○研修受講者からの質疑応答

○個別相談会（新規） 等
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○事業設定の検討・見直し

○制度周知、Ｗｅｂサイト立ち上げ等
（申請・認定・審査基準等に関する情報提供／事業の説明会の実施／好事例の収集 等）

○審査員の養成

○認証委員会の管理・運営

※協議会で議論する主な内容

･平成28･29年度に行った試行実施を踏まえた現状分析、認定スキームの立ち上げ(平成30年度)

･平成30年度事業の効果検証及び認定スキームの見直し･メンテナンス(平成31年度)

･検証結果･検討結果の取りまとめ(平成32年度)

運営協議会

○書面・現地審査の実施

○審査結果の報告

審査認定機関
（６機関）

○審査結果の認証
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公的職業訓練を実施する
民間教育訓練機関

○質の向上の取組


